
旅行条件・受注型企画旅行約款（要約）

お申込の際には必ず旅行条件書（全文）をお受取いただき、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。

■この旅行は株式会社Crossroads Makoto（以下「当社」といいます）
が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と
受注型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することにな
ります。また、旅行条件は下記によるほか、別途お渡しする旅行条件
（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社
旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。

①契約内容の変更

天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の
中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サ－ビスの
提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、
旅行の安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ない時は、お客様に
ご説明の上、契約内容を変更する事があります。但し、緊急の場
合に於いて、やむを得ない時は変更後にご説明致します。

②旅行代金の変更

利用する運送機関の運賃料金が旅行申込案内書作成時の運賃・料
金等に比べて増額または減額された時は、当社はその改訂差額だ
け旅行代金を変更します。この場合は旅行開始日の前日から起算
して遡って15日目に当たる日より前にその旨を通知します。

①項の理由で手配内容が変更され、それらの実施に要する費用が
増加、又は減少が生じる場合にはその範囲内に於いて旅行代金の
額を変更する事があります。

当社の責に帰すべき事由に依らず契約内容が変更になった時は旅
行代金の額を変更する事があります。

③旅行の取り消しと払い戻し

下記の各項に該当する場合、お客様は取消料を払う事無く旅行を
取り止める事が出来ます。この場合すでに旅行代金あるいは申込
金を収受している場合はその全額を７日以内に、減額又は旅行開
始後の解除による払い戻しにあっては、旅行終了日の翌日から起
算して３０日以内にお客様に払い戻し致します。

転変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供
の中止、官公署の命令その他の事由に依り、旅行の安全かつ円
滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて
大きい時。

第①項の規定に基づいて旅行代金が増額改訂された時。

旅行内容を記載したスケジュール等の最終安内書 (確定書面)を
規定日(出発日の７日前)迄にお渡ししなかった時。

当社の責に帰する理由により、御希望いただいた内容の旅行手
配が不可能になった時。

契約完了後、お客様の都合で旅行をお取り消しになる場合は、以
下の取消料をお支払い頂きます。この場合、旅行代金（あるいは
申込金）を既に収受している場合は所定の取消料を差し引き、７
日以内に払い戻しを致します。但し、取消料を申込金がまかなえ
ない場合は別途その差額を申し受けます

旅行開始日の前日から起算して遡って30日目に当たる日 以
降に解除する場合旅行代金の20％
旅行開始日の前々日･前日に解除する場合旅行代金の50％

無連絡不参加又は旅行開始後の取消の場合旅行代金全額

手配開始後、所定の期日までに旅行代金（申込金も含む）をお支
払いいただけない場合は旅行契約の全部を解除する場合がありま
す。

④旅行の中止

天災地変、戦乱暴動、運送機関のサービス中止、官公署の命令、
その他当方の関与し得ない事由により旅行日
程に従った安全かつ円滑な実施が不可能となり、又不可能とな
る恐れが極めて大きい時。

申込書提出後、所定の期日迄に旅行代金（申込金を含む）をお支
払頂けない場合は参加をお断りする場合があります。この時は③
項の取消料と同額の違約料をお支 払頂くことになります。

⑤当社の責任

当社は受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は 当社が
手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与え
た時は、その被られた損害を賠償します。但し損害発生の翌日か
ら起算して２年以内に当社に通知があった場合に限ります。

お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービ
ス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者
の関与し得ない事由により損害を被った時、当社は責任を負いま
せん。

当社は手荷物について生じた損害につきましては、損害発生の翌
日から起算して21日以内に当社に対して申し出のあった場合に限
り賠償します。但し、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償
額はお一人当り15万円までとします。但し、１回の事故につき三
千円を超えない場合は損害補償金を支払いません。

⑥特別補償

当社の実施する受注型企画旅行に参加されるお客様が偶然かつ急
激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害に
つきましてはあらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、
入院見舞金及び通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきま
しては損害補償金をお支払い致します。但し、補償対象除外品
（現金、クレジットカード、航空券、パスポート、免許証、コン
タクトレンズ等の他、各種データ類など）については補償致しま
せん。

お客様が被られた事故や損害が、参加者の故意、疾病、法令、条
例、規則、公序良俗等に反する行為、自由行動中の危険な行為、
旅行サービスの含まれていない期間によるものであるときは上記
の補償金及び見舞金はお支払い致しません。

本項（1）に基く補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ね
て負う場合であっても、一方に義務が履行された時はその金額の
限度において両方とも履行されたものとします。

⑦旅程保証

当社は確定書類（最終案内）交付後、ホテルの変更、航空機の変更等、
契約内容の重要な変更が生じた場合はその変更時により旅行費用の1～
3％の割合の額を変更補償金として旅行終了日の翌日から起算して30日
以内に支払います。但し、次に揚げる事由による変更の場合について
は変更補償金はお支払いいたしません。（ィ）旅行日程に支障をもた
らす悪天候、天災地変。（ロ）戦乱。（ハ）暴動。(ニ)官公署の命令。
（ホ）欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
（ヘ）遅延、運送スケジュール変更等当初の運行計画によらない運送
サービスの提供。（ト）旅行参加者の生命または身体の安全確保のた
めの必要な措置。

⑧旅行者の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被った時は、そのお客様に
その損害を賠償して頂くことになります。

⑨基準旅行条件・旅行代金の

この条件は2024年4月12日を基準としています。
又、旅行代金は2024年4月12日現在の有効なものとして公示されてい
る航空運賃適用規則を基準として算出しています。

〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング204号

TEL 06-6362-7220   FAX 06-6362-7221 

総業旅行業務取扱管理者：住吉依子

株式会社 Crossroads Makoto

大阪府知事登録旅行業第3-2785号

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所で
の取引きに関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者か
らの説明にご不明な点があれば、遠慮なく上記の取扱管理者に
お訊ね下さい。
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ふりがな

御 名 前

性 別 □男性 □女性

生年月日 昭 平 年 月 日 （西暦 ）

現住所 〒

電話番号

携帯電話番号

ＦＡＸ番号

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

勤務先名

御職業 □歯科医師 □歯科衛生士

御住所 〒

電話番号

ＦＡＸ番号

渡航中連絡先 氏名 続柄

住 所 〒

電話番号

パスポート番号

発行年月日

航空便クラス □エコノミークラス □ビジネスクラス（追加料金・要 リクエスト受け）

お部屋タイプ □２名１室利用 □１名１室利用（追加料金・要）

FAX: （株）Crossroads Makoto （06）6362-7221

参加申込み書
スウェーデン歯科研修ツアー 2025

■ご参加の形態にレ印をお付け下さい。

■旅行申込書とパスポートのコピー（顔写真の付いた頁）を一緒に郵送またはFAXにてお送り下さい。

スキャンしたデータをメール添付でお送りいただいても構いません。

[個人情報の利用について]
当社では、ご記入いただいたお客様の個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申込いただいた旅行において、研修手
配提携先及び運送･宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社および当社と提携
する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、アンケートのお願いにお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。情報の送付をご
希望されない場合は下記の□にチェックをつけてください。
□情報の送付を希望しない

■郵便物の郵送先 □ご自宅 □勤務先 ■連絡先 eメール □ご自宅 □勤務先

Mail: （株）Crossroads Makoto 担当：片岡 kkataoka@crossroads-m.co.jp
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早割 2025年7月18日必着まで適用


